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辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票を受けての会長声明 
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１．2019 年 2 月 24 日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の代替施設として国が沖

縄県名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立ての是非についての沖縄

県民による投票（以下、「県民投票」という）が行われた。投票率は 52.48％と有権者

の過半数を超え、反対は４３万票（有効投票数の 72.2％）の圧倒的多数だった。今回

の県民投票は、辺野古新基地建設のための埋立ての是非という単一論点に対するもので

あり、辺野古の新基地建設には反対であるという沖縄県民の強い民意が明らかにされた。 

 

２．沖縄県は、以前から重い米軍基地負担に苦しみ、多くの選挙で基地負担軽減の民意

を示すと共に、辺野古新基地建設に対しても反対の民意を示してきた。しかし、辺野古

埋立承認取消裁判控訴審判決（2016 年 9 月 16 日福岡高裁那覇支部判決）では、沖縄の

民意には、①「普天間飛行場その他の基地負担軽減を求める民意」と②「辺野古新基地

反対の民意」があり、「このような民意は沖縄県の特殊事情に基づくものとして十分考

慮されるべきである」けれど、各選挙結果などからも、沖縄の民意は、①なのか②なの

か判然としないとの指摘がなされた。 

 そして政府は、「沖縄の基地負担の軽減に全力を尽くす」と述べ、①の基地負担軽減

という民意を取り上げながら、②の辺野古新基地建設に反対であるという民意は無視を

し続け、「辺野古が唯一の選択肢」として工事を強行している。 

 

３．今回、沖縄県内で若者が中心となって、県民投票実施に向けての署名集め、条例制

定の運動が展開され、県民投票が実現するに至った。そして、県民投票により、②の辺

野古新基地建設に反対であるという沖縄県民の強い民意が明らかにされた。 

 政府は、今回の県民投票の結果を真摯に受け止め、沖縄県民に対する人権侵害がこれ

以上進むことのないよう、辺野古新基地建設を即刻中止するとともに、辺野古の海の原

状回復を図るべきである。また、本土においては、普天間基地の代替施設について、全

国の自治体を等しく候補地として、在日米軍基地のあり方について、新基地の建設の是

非や当否を含め、日本全体で検討する国民的議論が必要である。当協議会は、これに向

けて引き続き力を尽くす所存である。 


